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は じ め に 

 
毎月勤労統計調査（基幹統計、厚生労働省所管）は賃金・労働時間及び雇用の動きを迅速 

 
かつ的確に明らかにすることを目的として実施されています。 

   
本県では､この調査の地方調査結果を「長崎県の賃金・雇用の動き」として毎月公表して  

 
おりますが、このたび、平成２７年１月から同年１２月までの調査結果を年報として  
  
取りまとめました。 
 
  また、常用雇用者１人～４人の事業所を対象として平成２７年７月末現在で実施されまし 
 
た特別調査の結果も併せて掲載いたしました。 
 
 この年報が、本県経済の動向を示す指標の一つとして、あるいは労働問題をはじめとする 
 
各種施策のための基礎資料として広く各方面で御活用いただければ幸いに存じます。 
 
最後に、この調査に多大なご尽力をいただきました調査対象事業所並びに調査関係者 

 
の皆様に厚く御礼申し上げますとともに、今後とも一層の御理解と御協力を賜りますよう 
 
お願い申し上げます。 
 
  平成２９年２月 
 
 

長崎県県民生活部長 
吉浜 隆雄 
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調 査 の 概 要 
 

１）調査の目的 

毎月勤労統計調査は、雇用労働者の賃金、労働時間及び雇用について毎月の変動を明らかに 
することを目的としている。 
 
２）毎月勤労統計調査の体系 

 この調査は、統計法に基づく基幹統計であり調査の大綱は、毎月勤労統計調査規則（昭和３２年労働省 
令第１５号）によって定められている。 
 現在の調査体系は、全国調査、地方調査及び特別調査から成り立っている。（下図参照）  
 このうち全国調査は、国により集計・公表がおこなわれている。 
 また、地方調査は、都道府県ごとに、それぞれの地域について行うものであり、本県 
においては、厚生労働大臣が指定する 約５１０事業所について調査している。 
 特別調査は全国調査及び地方調査を補完するために、常用労働者１～４人の事業所に対し  
年に 1回実施されている。 
 

調査の種類 事業所規模 調査時期 調査方法 

 
第一種事業所 

 
 

 
常用労働者 
30 人以上を雇用 

 

 
毎 月 

 
 

郵送調査方式 

 

オンライン方式 

 
 
全

国

調

査 
 
 

 
第二種事業所 

 

 
常用労働者 
5～29 人を雇用 

 

 
毎 月 

 
 

調査員による 

 実地他計調査方式 

オンライン方式 

 
第一種事業所 

 
 

 
常用労働者 
30 人以上を雇用 
 

 
毎 月 

 
 

郵送調査方式 

 

オンライン方式 

 
 
地

方

調

査 
 
 

 
第二種事業所 

 

 
常用労働者 
5～29 人を雇用 
 

 
毎 月 

 
 

調査員による 

 実地他計調査方式 

オンライン方式 

 
特別調査 

 

 
常用労働者 
1～4 人を雇用 

 
毎年７月 

 

 

調査員による 

 実地他計調査方式 

なお、平成２９年１月現在、本県においては１３１事業所がオンラインシステムにより調査データを提

出している。 

1



３） 調 査 の 対 象 

 事業所は平成１９年１１月改定の日本標準産業分類の｢鉱業，砕石業，砂利採取業｣、「建設業」、「製造業」、 

「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小売業」、「金融業，保険業」、 

「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関連サ 

ービス業，娯楽業」、「教育，学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」及び｢サービス業（他に分類 

されないもの）｣に属する事業所である。 

 

４）調査事項の定義 

（１）給与 

  現金給与額は、所得税、社会保険料、組合費等を差し引く以前の総額である。 

  「定期給与」とは、労働協約、給与規則等により、あらかじめ定められている支給条件、 

算定方法によって支給される給与のことであって超過労働給与を含む。調査票では「きまっ 

て支給する給与」としている。 

「超過労働給与」とは、所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や休日労働、 

深夜労働に対して支給される給与のことで、時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当等が 

含まれる。 

「所定内給与」とは「定期給与」から「超過労働給与」を差し引いた額である。 

「特別給与」とは、調査期間内に一時的または突発的理由に基づいて、あらかじめ定められている 

契約や規則等によらないで労働者に現実に支払われた給与、賞与等のことであって、支給額が労働協約 

等によってあらかじめ確定していても非常にまれに支給があったり、支給事由の発生が不確定である 

ものも含まれる。調査票では、「特別に支払われた給与」としている。 

「現金給与総額」とは、「定期給与」と「特別給与」との合計額である。 

（２）出勤日数 

  調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことで、事業所に出勤しない日は有給でも出勤日になら 

ないが、１時間でも就業すれば出勤日となる。 

（３）実労働時間 

  調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことであり、休憩時間は給与が支給されて 

 いると否とにかかわらず除かれるが、運輸関係労働者等の手待ち時間は含まれる。 

  本来の職務外として行われる当宿直の時間は含まない。 

  「所定内労働時間数」とは、事業所の就業規則等で定められた正規の始業時刻と就業時刻 

 との間の実労働時間数のことである。 

「所定外労働時間数」とは、早出、残業、臨時の呼び出し、休日出勤の労働時間数のことである。 

「総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」との合計である。      

（４）常用労働者 

   「常用労働者」とは、次のうちいずれかに該当する労働者のことである。 

①期間を定めず、または１ケ月を超える期間を定めて雇用されている者。 

②日々または１ケ月以内の期間を限って雇用された人のうち、前２ケ月にそれぞれ１８日以上雇用 

された者。 

なお、（Ⅰ）重役や理事等の役員でも、常時事業所に出勤して一定の職務に従事し、役員 

としての報酬以外に一般の労働者と同じ給与規則で毎月給与が算定されている者及び（Ⅱ） 
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事業主の家族でも、常時その事業所に勤務し、他の労働者と同じ給与規則で毎月給与の支給 

を受けている者も含まれる。 

 常用労働者とは、正規従業員という意味ではなく、常時使用する者という意味である。 

「パートタイム労働者」とは、次のうちいずれかに該当する労働者のことである。 

①１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者。 

②１日の所定労働時間が一般の労働者と同じで１週の所定労働日数が一般の労働者より少ない者。   

「一般労働者」とは、「常用労働者」のうち、「パートタイム労働者」を除いた労働者のことをいう。 

 

５）結果の算定方法 

   この調査結果の数値は、長崎県の事業所規模５人以上のすべての事業所に対応するように  

復元して算定している。 

① 産業、規模別各種平均値は、調査票から得られる各調査項目の集計値を前月末労働者数 

の合計と本月末労働者数の合計との平均で除して求めている。 

② 産業計及び規模計の各種平均値は、各調査項目の調査票集計値に当該産業、規模の推計 

比率（前月の「本月末推計労働者数」を本月分調査票における前月末調査労働者数の合計  

で除した値、以下同じ）を乗じ、それを産業又は規模について合計した値を、同様にして   

計算した前月末推計労働者数と本月末推計労働者数との平均で除して求めている。 

③ 産業、規模別の労働者数は、調査票の前月末及び本月末労働者数の合計に推計比率を乗じて 

求めている。産業計及び規模計の労働者数は、これを合計して求めている。 

なお、事業規模別１～４人の数値については、「平成２５年毎月勤労統計調査特別調査」 

（政府統計の総合窓口ホームページ）より掲載している。 

 

６）調査結果の利用上の注意 

（１）指数の改訂（ギャップ修正） 

  全国調査及び地方調査は、総務省統計局実施の経済センサスによる事業所名簿を母集団として実施さ  

れる標本調査であるが、規模３０人以上の事業所については、２年または３年に一度、調査対象事業所

の抽出替えを実施している。抽出替え後は、調査結果の実数値が時系列的につながらなくなる（ギャッ   

プが生じる）ことがあるため、時系列比較が可能になるよう指数の修正を行っている。 

 今回、平成２７年１月に行われた抽出替えに伴い、賃金指数及び労働時間指数についてギャップ修正を行

っており、対前年度増減率については、ギャップ修正後の指数により算定しているため、実数値から算定さ

れる増減率とは一致しない場合がある。 

（２）指数について 

  指数は、平成２２年を基準時（平成２２年＝１００）として全面改定している。 

  また、就業形態別（超過労働給与、特別給与）及び１～４人規模については、指数を作成していない 

ため、対前年増減率は実数値により算定している。 

（３）端数の処理 

  統計表中の数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳を足しても合計とは一致しない場合が 

ある。 
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（４）符号・略称 

  統計表の符号の用法は次のとおりである。 

    「－」・・・該当数字が得られないもの。 

    「Ｘ」・・・調査対象が少ないため掲載しないもの。 

（５）産業分類の接続について 

平成１９年１１月に改定された日本標準産業分類に基づき集計をおこなっている。 

  なお、平成２０年以前の毎月勤労統計調査結果との比較に当たっては、「建設業」、「製造業」、「電気・ 

ガス・熱供給・水道業」及び「金融業，保険業」については改定前の日本標準産業分類に基づく旧産業 

と接続しているが、他の産業分類においては、接続しないか、完全に接続するものではないため注意が 

必要である。 

 

新産業分類（平成１９年１１月改定） 

旧産業

との接

続 

旧産業分類（平成１４年３月改定） 

ＴＬ 調査産業計 △ ＴＬ 調査産業計 

Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 ○ Ｄ 鉱業 

Ｄ 建設業 ○ Ｅ 建設業 

Ｅ 製造業 ○ Ｆ 製造業 

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 ○ Ｇ 電気・ガス・熱供給・水道業 

Ｇ 情報通信業 △ Ｈ 情報通信業 

Ｈ 運輸業，郵便業 △ Ｉ 運輸業 

Ｉ 卸売業，小売業 △ Ｊ 卸売・小売業 

Ｊ 金融業，保険業 ○ Ｋ 金融・保険業 

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 ×   

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 ×   

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 ×   

Ｎ 生活関連サービス業， 娯楽業 ×   

Ｏ 教育，学習支援業 △ Ｏ 教育，学習支援業 

Ｐ 医療，福祉 △ Ｎ 医療，福祉 

Ｑ 複合サービス事業 △ Ｐ 複合サービス事業 

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） ×    

※記号の説明     

   ○…完全接続   △…完全ではないが、接続するもの   ×…接続しない 
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調 査 結 果 の 概 要  
 

 

毎月勤労統計調査結果からみた長崎県における平成 27 年の賃金、労働時間及び雇用の動きの概要

は次のとおりであった。 

 

 

（１）賃   金 

 常用労働者５人以上の事業所における平成 27 年平均の月間現金給与総額は､262,115 円で、 

対前年比は名目で 3.0％増、実質で 1.8％増であった。定期給与は 220,579 円で、対前年比は名目で

2.1％増、実質で 0.8％増であった。 

常用労働者３０人以上の事業所においては、現金給与総額は301,272円で、対前年比は名目で3.4％

増、実質で 2.2％増であった。定期給与は 247,421 円で、対前年比は名目で 2.1％増、実質で 0.8％

増であった。 

 なお、常用労働者１～４人の事業所においては、定期給与は 167,141 円であった。 

 

 

（２）労 働 時 間 

 常用労働者５人以上の事業所における平成 27 年平均の月間総労働時間は､153.1 時間で 

対前年比0.3％減であった。所定内労働時間は142.9時間で対前年比0.2％減、所定外労働時間は10.2

時間で対前年比 2.2％減であった。  

常用労働者３０人以上の事業所においては、総労働時間は､158.4 時間で、前年と同水準であった。 

所定内労働時間は 145.4 時間で対前年比 0.3％減、所定外労働時間は 13.0 時間で対前年比 2.7％増で

あった。 

なお、常用労働者１～４人の事業所における平成 27 年 7 月の総労働時間は 153.4 時間 

であった。 

 

 

（３）雇 用 

常用労働者５人以上の事業所における平成 27 年平均の常用労働者数は 415,997 人で、 

対前年比 0.2％減であった。 

常用労働者３０人以上の事業所においては、212,983 人で、対前年比は 1.3％減であった。 

なお、常用労働者１～４人の事業所においては、23,815 人であった。 
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長崎県（％） 全　国（％） 長崎県（％） 全　国（％）

名　目 3.0 0.1 3.4 0.0

実　質 1.8 △ 0.9 2.2 △ 0.9

名　目 2.1 0.2 2.1 0.4

実　質 0.8 △ 0.7 0.8 △ 0.6

＜賃金指数の対前年増減率の推移（長崎県・全国）＞　　－３０人以上規模－

項    　　　目
５人以上規模 ３０人以上規模

現金給与総額

定 期 給 与

1 賃 金

１）　賃金の動き

　常用労働者５人以上の事業所における平成27年平均の月間現金給与総額は 262,115円で，対前年比

は名目で 3.0％増、実質で 1.8％増であった。定期給与は 220,579円で、対前年比は名目で 2.1％増、実

質で0.8％増であった。

　常用労働者３０人以上の事業所においては、現金給与総額は 301,272円で、対前年比は名目で 3.4％

増、実質で2.2％増であった。定期給与は 247,421円で、対前年比は名目で2.1％増、実質で0.8％増で

あった。

＜賃金指数の対前年増減率＞

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年

（単位：％）

＜現金給与総額＞

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年

（単

位：％）

＜定期給与＞

名目賃金指数・長崎県

実質賃金指数・長崎県

名目賃金指数・全国

実質賃金指数・全国
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項  目

年  次 指　数
対前年
増減率
（％）

指　数
対前年
増減率
（％）

指　数
対前年
増減率
（％）

指　数
対前年
増減率
（％）

指　数
対前年
増減率
（％）

　　　平成１８　　 104.5 - 98.1 - 101.4 - 98.0 - 100.5 0.0

　　　１９　　 102.3 △ 2.1 96.1 △ 2.0 100.9 △ 0.5 97.5 △ 0.5 100.5 0.0

　　　２０　　 104.8 2.4 95.5 △ 0.6 102.9 2.0 96.6 △ 0.9 102.0 1.5

　　　２１　　 104.1 △ 0.7 103.3 8.2 101.6 △ 1.3 100.8 4.3 100.8 △ 1.2

　　　２２　　 100.0 △ 3.9 100.0 △ 3.2 100.0 △ 1.6 100.0 △ 0.8 100.0 △ 0.8

　　　２３　　 94.1 △ 5.9 94.7 △ 5.3 97.2 △ 2.8 97.8 △ 2.2 99.4 △ 0.6

　　　２４　　 97.4 3.5 97.4 2.9 96.6 △ 0.6 96.6 △ 1.2 99.4 0.1

　　　２５　　 96.5 △ 0.9 96.5 △ 0.9 96.1 △ 0.5 96.1 △ 0.5 99.6 0.1

　　　２６　　 99.0 2.6 96.6 0.1 97.7 1.7 95.3 △ 0.8 102.5 2.9

　　　２７　　 102.4 3.4 98.7 2.2 99.8 2.1 96.1 0.8 103.8 1.3

項  目

年  次 指　数
対前年
増減率
（％）

指　数
対前年
増減率
（％）

指　数
対前年
増減率
（％）

指　数
対前年
増減率
（％）

指　数
対前年
増減率
（％）

　　　１８　　 105.7 1.0 105.1 0.8 103.0 0.6 102.4 0.3 100.6 0.3

　　　１９　　 104.8 △ 0.9 104.1 △ 1.0 103.0 0.0 102.3 △ 0.1 100.7 0.1

　　　２０　　 104.2 △ 0.5 101.9 △ 2.1 102.2 △ 0.8 99.9 △ 2.3 102.3 1.6

　　　２１　　 99.0 △ 5.0 98.2 △ 3.6 99.4 △ 2.7 98.6 △ 1.3 100.8 △ 1.5

　　　２２　　 100.0 1.1 100.0 1.8 100.0 0.5 100.0 1.4 100.0 △ 0.8

　　　２３　　 100.2 0.2 100.5 0.5 99.9 △ 0.1 100.2 0.2 99.7 △ 0.3

　　　２４　　 99.3 △ 0.9 99.6 △ 0.9 99.8 △ 0.1 100.1 △ 0.1 99.7 0.0

　　　２５　　 99.0 △ 0.3 98.8 △ 0.8 99 △ 0.8 98.8 △ 1.3 100.2 0.5

　　　２６　　 99.9 0.9 96.4 △ 2.4 99.2 0.2 95.8 △ 3.0 103.6 3.3

　　　２7　　 99.9 0.0 95.5 △ 0.9 99.6 0.4 95.2 △ 0.6 104.6 1.0

注）

全　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国

＜過去１０年間における賃金指数の推移＞　　－３０人以上規模－

長　　　　　　　　　　崎　　　　　　　　　　県

現金給与総額 定　期　給　与
消費者物価指数

名目賃金 実質賃金 名目賃金 実質賃金

現金給与総額 定　期　給　与
消費者物価指数

名目賃金 実質賃金 名目賃金 実質賃金

名 目 指 数実質賃金指数　＝　 　　×　１００
消費者物価指数

 　対前年比については、調査事業所の抽出替えによるギャップを修正した指数により算定し

ており、消費者物価指数は長崎県においては長崎市の、全国においては全国平均のそれぞ

れ持家の帰属家賃を除く総合の指数を使用している。
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項  目

年  次
定 期 給 与

（円）
対前年増減率

（％）
定 期 給 与

（円）
対前年増減率

（％）

   １８ 158,382 △ 0.1 190,749 △ 0.1

   １９ 163,782 3.4 190,482 △ 0.1

   ２０ 165,712 1.2 192,630 1.1

   ２１ 176,917 6.8 185,402 △ 3.8

   ２２ 172,552 △ 2.5 184,676 △ 0.4

   ２３ 161,563 △ 6.4 187,962 1.8

   ２４ 158,657 △ 1.8 188,928 0.5

   ２５ 168,665 6.3 190,474 0.8

   ２６ 164,657 △ 2.4 192,120 0.9

   ２７ 167,141 1.5 191,269 △ 0.4

◆現金給与総額 … ５人以上及び３０人以上規模の事業所

　常用労働者５人以上の事業所について、調査産業計で比較すると、全国を 100とした場合に長

崎県は 83.5となり、金額にして 51,686円の開きがあった。

　常用労働者３０人以上の事業所について同様に比較すると、長崎県は 84.2となり、金額にして

56,677円少ない結果となった。

　　     　   ＜現金給与総額における全国との格差の推移＞

　　　　　（全国＝１００）

(1)  全国との比較

　常用労働者１～４人の事業所における平成２７年７月の定期給与額は 167,141円であり，対前

年同月比1.5％増であった。

＜定期給与における対前年増減率の推移＞　－１～４人規模－

長    崎    県 全        国

２）　賃金水準

70

80

90

100

23年 24年 25年 26年 27年

５人以上

３０人以上
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       事業所規模

全　　国 全　　国

グラフの数値

　　産　　　　業
格　　差

全国=100
格　　差

全国=100

調 査 産 業 計 262,115 83.5 313,801 301,272 84.2 357,949

鉱業,採石業,砂利採取業 Ｘ Ｘ 316,177 Ｘ Ｘ 420,301

建 設 業 274,746 72.3 380,141 406,570 88.7 458,536

製 造 業 324,070 86.1 376,331 355,014 86.8 408,854

電気・ガス・熱供給・水道業 332,495 60.4 550,254 Ｘ Ｘ 581,330

情 報 通 信 業 410,340 84.8 483,730 509,230 98.1 519,200

運 輸 業 , 郵 便 業 292,747 85.9 340,644 287,853 80.1 359,275

卸 売 業 , 小 売 業 216,559 80.9 267,524 199,669 67.7 294,728

金 融 業 , 保 険 業 371,460 78.7 471,964 382,403 74.1 515,879

不動産業, 物品賃貸業 184,864 52.7 350,747 156,660 40.6 385,433

学術研究, 専門・技術サービス業 393,601 86.8 453,617 483,796 93.0 519,992

宿泊業, 飲食サービス業 122,341 96.6 126,673 152,190 101.5 149,974

生活関連サービス業, 娯楽業 199,237 97.0 205,482 220,442 101.7 216,671

教 育 , 学 習 支 援 業 324,082 85.3 379,962 378,963 87.4 433,507

医 療 , 福 祉 261,178 89.0 293,452 293,938 86.6 339,296

複 合 サ ー ビ ス 事 業 294,889 78.4 376,252 265,177 69.0 384,551

サービス業（他に分類されないもの） 228,949 88.5 258,681 230,813 95.9 240,615

＜規模別・産業別の現金給与総額における全国との格差＞

　－５人以上及び３０人以上規模－　　

５人以上 ３０人以上

長　　崎　　県 長　　崎　　県

＜規模別・産業別の現金給与総額における全国との格差＞

　（全国＝１００）　　　　　　　　

実　　額
（円）

実　　額
（円）

実　　額
（円）

実　　額
（円）

　次に，各産業別にみると５人以上の事業所においては、全ての産業において全国平均を下回っ

た。比較的格差が小さいのは、「生活関連サービス業、娯楽業」の97.0、「宿泊業, 飲食サービス業」

の96.6、で、格差が最も大きいのは「不動産業、物品賃貸業」で ５2.7であった。

　３０人以上の事業所においては、「生活関連サービス業、娯楽業」「宿泊業, 飲食サービス業」で全

国平均を上回ったものの、その他の産業は全国平均を下回った。格差が最も大きいのは、「不動産

業, 物品賃貸業」で 40.6であった。
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◆定期給与 … ５人以上及び３０人以上規模の事業所
 

       事業所規模

全　　国 全　　国

　　産　　　　業
格　　差

全国=100
格　　差

全国=100

調 査 産 業 計 220,579 85.1 259,244 247,421 85.8 288,508

鉱業,採石業,砂利採取業 Ｘ Ｘ 269,386 Ｘ Ｘ 328,528

建 設 業 239,607 74.2 322,986 321,558 87.0 369,468

製 造 業 262,004 87.0 301,322 280,080 87.6 319,716

電気・ガス・熱供給・水道業 276,296 61.4 449,698 Ｘ Ｘ 476,949

情 報 通 信 業 322,565 84.8 380,471 385,035 96.5 399,120

運 輸 業 , 郵 便 業 242,915 84.1 288,762 235,904 78.6 300,238

卸 売 業 , 小 売 業 189,762 85.2 222,799 177,012 74.3 238,194

金 融 業 , 保 険 業 289,163 80.7 358,421 301,430 78.3 385,049

不動産業 , 物品賃貸業 167,164 58.7 284,586 144,828 47.3 306,310

学術研究, 専門・技術サービス業 313,989 87.2 360,256 365,634 91.5 399,535

宿泊業, 飲食サービス業 117,468 99.1 118,556 146,423 107.2 136,652

生活関連サービス業, 娯楽業 187,093 99.6 187,848 203,298 105.8 192,213

教 育 , 学 習 支 援 業 255,674 86.2 296,598 294,420 88.0 334,719

医 療 , 福 祉 219,935 88.5 248,570 247,382 87.0 284,399

複 合 サ ー ビ ス 事 業 244,915 84.4 290,122 222,711 75.0 296,785

サービス業（他に分類されないもの） 198,850 89.1 223,289 194,975 92.9 209,852

◆定期給与　… １～４人規模の事業所

＜定期給与額における全国との格差＞

　　                                －１～４人規模－

　　　　　　項　目 全 国 項目 全 国

実績 実績 実績 実績

　産　業
　　　(円)

格 差
　　　(円)

　産　業
　

(円)
格 差

　　　(円)

全 国 ＝

100
全 国 ＝ 100

調 査 産 業 計 167,141 87.4 191,269
学術研究、専門・
技 術 サ ー ビ ス 業 229,707 95.3 240,995

建 設 業 194,986 78.4 248,722
宿泊業, 飲食サー
ビス業 101,265 98.9 102,375

製 造 業 140,555 65.3 215,219
生活関連サービス
業, 娯楽業 120,743 82.7 145,951

運 輸 業 , 郵 便 業 135,723 56.8 238,769 医療,　福祉 163,979 92.3 177,666

卸 売 業 , 小 売 業 179,615 93.6 191,820
複合サービス事業
業 256,113 94.9 269,786

不動産業・物品賃貸業 132,573 66.1 200,590
サービス業(他に
分類されないもの)

143,384 69.9 205,130

　注）上記以外の産業は秘匿

長　　崎　　県 長　　崎　　県

　常用労働者５人以上の事業所における定期給与額について、全国平均を１００として比較すると、長崎県は

85.1で、実額で  38,665円の開きがあった。３０人以上の事業所において、同様に比較すると、長崎県は 85.8

で 41,087円少ない結果となった。

＜規模別・産業別定期給与における全国との格差＞

　－５人以上及び３０人以上規模－　    　

５人以上 ３０人以上

長崎県 長崎県

実　　額（円） 実　　額（円） 実　　額（円） 実　　額（円）

　平成２７年７月の「特別調査」による 常用労働者１～４人の事業所における定期給与について、全国平均を

100とすると長崎県は 87.4で、実額で24,128円少ない結果となった。

　各産業別では、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「金融業，

保険業」、 ｢教育,学習支援業」を除いたところで見ると、全ての産業で全国平均を下回った。
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◆現金給与総額 … ５人以上及び３０人以上規模の事業所

◆定期給与 … ５人以上及び３０人以上規模の事業所

事業所規模

  各   県
現金給与総額

（円）
定 期 給 与

（円）
特 別 給 与

（円）
現金給与総額

（円）
定 期 給 与

（円）
特 別 給 与  （円）

福 岡 県 297,707 246,369 51,338 337,880 275,669 62,211

佐 賀 県 273,187 233,502 39,685 298,027 252,266 45,761

長 崎 県 262,115 220,579 41,536 301,272 247,421 53,851

熊 本 県 278,562 233,833 44,729 314,351 259,804 54,547

大 分 県 268,637 224,544 44,093 314,181 257,000 57,181

宮 崎 県 262,774 221,031 41,743 294,080 244,158 49,922

鹿 児 島 県 255,049 215,449 39,600 271,938 226,793 45,145

沖 縄 県 241,212 210,967 30,245 271,818 235,524 36,294

５人以上 ３０人以上

(2)  九州各県との比較

　九州各県の５人以上の事業所における現金給与総額を比較した場合、福岡県が 297,707円と最も高く、次いで熊本

県、佐賀県、大分県、宮崎県、長崎県（262,115円）、鹿児島県、沖縄県の順となり、長崎県は６番目であった。

　３０人以上の事業所においても、福岡県が337,880円と最も高く、次いで熊本県、大分県、長崎県（301,272円）、佐賀

県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の順となり、長崎県は４番目であった。

　九州各県の５人以上の事業所における定期給与を比較した場合、福岡県が 246,369円と最も高く、次いで熊本県、佐

賀県、大分県、宮崎県、長崎県（220,579円）、鹿児島県、沖縄県の順となり、長崎県は６番目であった。

　３０人以上の事業所においては、福岡県が 275,669円と最も高く、熊本県、大分県、佐賀県、長崎県（247,421円）、宮

崎県、沖縄県、鹿児島県の順となり、長崎県は５番目であった。

＜九州各県の現金給与額＞
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◆定期給与　… １～４人規模の事業所

　 平成２７年７月の特別調査における九州各県の定期給与を比較

　の順となり、長崎県は５番目であった。

＜規模別・産業別賃金格差＞（３０人以上＝１００）

産　　業 １～４人 ５人以上 ５～２９人

調 査 産 業 計 67.6 89.2 77.8

建 設 業 60.6 74.5 63.9

製 造 業 50.2 93.5 74.5

卸 売 業 , 小 売 業 101.5 107.2 111.1

宿泊業,飲食サービス業 69.2 80.2 74.2

医 療 , 福 祉 66.3 88.9 69.6

複合サービス事業 115.0 110.0 112.9

サービス業(他に分類されないもの) 73.5 102.0 104.1

＜九州各県の現金給与額＞－５人以上規模－

県 名 定期給与（円）

した場合、鹿児島県（180,793円）が最も高く、次いで福岡県、 福 岡 県 178,443

熊本県、佐賀県、長崎県(167,141円)、宮崎県、沖縄県、大分県 佐 賀 県 169,644

長 崎 県 167,141

熊 本 県 173,433

大 分 県 156,244

宮　　崎　　県 164,465

鹿  児  島  県 180,793

沖 縄 県 156,840

３）　事業所規模別賃金

　平成２７年７月分における事業所規模別の定期給与（調査産業計）を比較すると、常用労働者 ３０人以上の

事業所を 100とした場合、１～４人の事業所が 67.6 、５人以上の事業所が 89.2、５～２９人の事業所が 77.8、

３０～９９人の事業所が 92.8であった。
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　項　　目

格　　　差 格　　　差

　　産　　業 男性＝100 男性＝100

調 査 産 業 計 330,204 189,641 57.4 401,165 208,077 51.9

鉱業,採石業,砂利採取業 Ｘ Ｘ Ｘ 329,410 224,773 68.2

建 設 業 287,437 188,033 65.4 407,642 239,046 58.6

製 造 業 389,942 170,897 43.8 443,213 213,538 48.2

電気・ガス・熱供給・水道業 352,724 194,013 55.0 577,476 375,393 65.0

情 報 通 信 業 532,015 262,570 49.4 533,776 341,715 64.0

運 輸 業 , 郵 便 業 302,763 189,635 62.6 373,408 205,279 55.0

卸 売 業 , 小 売 業 288,428 146,572 50.8 375,614 164,426 43.8

金 融 業 , 保 険 業 506,962 272,922 53.8 670,985 309,501 46.1

不動産業,物品賃貸業 233,425 117,212 50.2 418,837 229,523 54.8

学術研究, 専門・技術サービス業 443,739 237,975 53.6 528,221 288,228 54.6

宿泊業,飲食サービス業 171,792 97,958 57.0 176,386 94,908 53.8

生活関連サービス業,娯楽業 233,794 165,055 70.6 265,073 163,424 61.7

教 育 , 学 習 支 援 業 392,754 257,626 65.6 453,796 313,869 69.2

医 療 , 福 祉 382,467 226,597 59.2 415,176 254,075 61.2

複 合 サ ー ビ ス 事 業 346,309 197,014 56.9 457,286 272,434 59.6

サービス業（他に分類されないもの） 280,840 147,148 52.4 318,716 172,408 54.1

　項　　目

格　　　差 格　　　差

　　産　　業 男性＝100 男性＝100

調 査 産 業 計 274,107 163,604 59.7 326,809 177,480 54.3

鉱業,採石業,砂利採取業 Ｘ Ｘ Ｘ 280,834 193,190 68.8

建 設 業 250,488 165,262 66.0 345,729 206,301 59.7

製 造 業 310,099 150,167 48.4 350,641 181,276 51.7

電気・ガス・熱供給・水道業 291,736 170,599 58.5 472,118 305,688 64.7

情 報 通 信 業 406,666 220,427 54.2 417,646 274,981 65.8

運 輸 業 , 郵 便 業 250,450 165,345 66.0 315,914 176,583 55.9

卸 売 業 , 小 売 業 247,484 133,552 54.0 304,982 144,411 47.4

金 融 業 , 保 険 業 386,201 218,597 56.6 494,588 247,266 50.0

不動産業,物品賃貸業 208,106 110,125 52.9 337,646 190,120 56.3

学術研究, 専門・技術サービス業 350,887 199,459 56.8 415,139 238,586 57.5

宿泊業,飲食サービス業 162,513 95,257 58.6 161,467 91,137 56.4

生活関連サービス業,娯楽業 218,431 156,095 71.5 237,853 152,556 64.1

教 育 , 学 習 支 援 業 306,339 206,644 67.5 350,745 248,128 70.7

医 療 , 福 祉 322,873 190,586 59.0 356,927 213,517 59.8

複 合 サ ー ビ ス 事 業 282,774 172,852 61.1 349,166 214,477 61.4

サービス業（他に分類されないもの） 240,294 133,518 55.6 270,089 156,036 57.8

男　　性（円） 女　　性（円） 男　　性（円） 女　　性（円）

４）　男女別賃金

　 常用労働者５人以上の事業所における平成２7年平均の月間男女別現金給与総額は、男性が 330,204

円、女性が 189,641円であり、定期給与は、男性が 274,107円、女性が 163,604円であった。男女別の格差

は、男性を 100とした場合、女性は現金給与総額が 57.4、定期給与が 59.7であった。

＜現金給与総額における男女別賃金格差＞　－５人以上規模－

長　　崎　　県 全　　　　国

＜定期給与における男女別賃金格差＞　－５人以上規模ー

長　　崎　　県 全　　　　国

男　　性（円） 女　　性（円） 男　　性（円） 女　　性（円）
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　項　　目

格　　　差 格　　　差

　　産　　業 男性＝100 男性＝100

調 査 産 業 計 376,522 215,953 57.4 448,504 236,327 52.7

鉱業,採石業,砂利採取業 Ｘ Ｘ Ｘ 436,400 271,423 62.2

建 設 業 428,588 233,301 54.4 483,371 293,584 60.7

製 造 業 418,582 179,445 42.9 472,468 234,094 49.5

電気・ガス・熱供給・水道業 Ｘ Ｘ Ｘ 604,382 417,643 69.1

情 報 通 信 業 582,190 321,621 55.2 569,465 365,317 64.2

運 輸 業 , 郵 便 業 295,148 208,898 70.8 395,800 213,681 54.0

卸 売 業 , 小 売 業 294,191 134,026 45.6 434,582 177,117 40.8

金 融 業 , 保 険 業 575,052 284,559 49.5 731,461 326,643 44.7

不動産業,物品賃貸業 195,884 119,100 60.8 468,812 239,559 51.1

学術研究, 専門・技術サービス業 528,508 304,949 57.7 580,378 329,098 56.7

宿泊業,飲食サービス業 208,251 118,433 56.9 210,969 108,833 51.6

生活関連サービス業,娯楽業 251,132 186,375 74.2 292,300 161,028 55.1

教 育 , 学 習 支 援 業 436,915 299,021 68.4 498,127 357,942 71.9

医 療 , 福 祉 407,729 253,834 62.3 456,517 292,847 64.1

複 合 サ ー ビ ス 事 業 292,107 211,117 72.3 447,323 264,276 59.1

サービス業（他に分類されないもの） 300,624 159,376 53.0 304,983 163,272 53.5

　項　　目

格　　　差 格　　　差

　　産　　業 男性＝100 男性＝100

調 査 産 業 計 303,109 184,281 60.8 356,220 197,566 55.5

鉱業,採石業,砂利採取業 Ｘ Ｘ Ｘ 341,188 211,450 62.0

建 設 業 337,344 197,337 58.5 389,069 239,280 61.5

製 造 業 325,149 155,604 47.9 365,593 193,684 53.0

電気・ガス・熱供給・水道業 Ｘ Ｘ Ｘ 496,503 338,100 68.1

情 報 通 信 業 435,316 255,744 58.7 436,022 286,148 65.6

運 輸 業 , 郵 便 業 240,998 180,773 75.0 329,990 181,643 55.0

卸 売 業 , 小 売 業 251,953 124,967 49.6 341,065 151,686 44.5

金 融 業 , 保 険 業 435,328 233,425 53.6 529,660 258,111 48.7

不動産業,物品賃貸業 179,458 111,666 62.2 369,107 196,446 53.2

学術研究, 専門・技術サービス業 396,629 241,655 60.9 442,619 263,337 59.5

宿泊業,飲食サービス業 200,072 114,119 57.0 186,811 102,819 55.0

生活関連サービス業,娯楽業 231,216 172,309 74.5 253,470 147,144 58.1

教 育 , 学 習 支 援 業 333,875 239,994 71.9 381,171 280,400 73.6

医 療 , 福 祉 346,971 212,284 61.2 389,264 242,846 62.4

複 合 サ ー ビ ス 事 業 240,534 186,934 77.7 342,387 209,409 61.2

サービス業（他に分類されないもの） 245,928 142,835 58.1 259,767 149,876 57.7

　常用労働者３０人以上の事業所における平成２７年平均の月間男女別現金給与総額は、男性が

376,522円、女性が 215,953円であり、定期給与は、男性が 303,109円、女性が 184,281円であった。

　男女別の格差は、男性を100とした場合、女性は現金給与総額が 57.4、定期給与が 60.8であった。

＜現金給与総額における男女別賃金格差＞　－３０人以上規模－

長　　崎　　県 全　　　　国

男　　性（円） 女　　性（円） 男　　性（円） 女　　性（円）

＜定期給与における男女別賃金格差＞　－３０人以上規模－

長　　崎　　県 全　　　　国

男　　性（円） 女　　性（円） 男　　性（円） 女　　性（円）
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＜定期給与額における男女別賃金格差＞  －１～４人規模－

項　　目

格　　　差 格　　　差

　　産　　業 男性＝100 男性＝100

調 査 産 業 計 227,203 125,831 55.4 260,966 139,524 53.5

建 設 業 216,210 106,887 49.4 277,858 147,995 53.3

製 造 業 202,677 91,461 45.1 267,288 134,278 50.2

運 輸 業 、 郵 便 業 164,608 113,461 68.9 269,417 171,266 63.6

卸 売 業 ， 小 売 業 236,496 137,635 58.2 267,261 141,228 52.8

不動産業，物品賃貸業 200,964 85,334 42.5 243,433 154,861 63.6

学術研究, 専門・技術サービス業 322,367 160,887 49.9 308,022 191,383 62.1

宿泊業， 飲食サービス業 152,900 79,531 52.0 162,597 80,309 49.4

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業 160,921 112,736 70.1 211,220 125,950 59.6

医 療 , 福 祉 181,748 161,266 88.7 249,388 166,392 66.7

複 合 サ ー ビ ス 事 業 371,021 140,916 38.0 365,161 198,613 54.4

サービス業(他に分類されないもの) 208,235 94,082 45.2 248,819 149,399 60.0

　 また、最も格差が小さいのは、５人以上規模において、現金給与総額、定期給与ともに「生活関

連サービス業、娯楽業」であった。また、３０人以上規模については、現金給与総額は「生活関連

サービス業、娯楽業」、定期給与は「複合サービス事業」の格差が小さかった。

　 産業別に男女別賃金格差をみると、最も格差が大きいのは、５人以上規模において、現金給与

総額、定期給与のいずれにおいても「製造業」であった。また、３０人以上規模においても、現金給

与総額、定期給与ともに「製造業」であった。

    ＜現金給与額における男女別賃金格差（男性＝１００）＞－５人以上－

  常用労働者１～４人の事業所における平成２７年７月の男女別定期給与は、男性が 227,203円、

女性が 125,831円で、男性を 100とした場合、女性は 55.4であった。

  これを産業別に比較すると、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報

通信業」、「金融業，保険業」、「教育、学習支援業」を除いたところで最も格差が大きいのは、「複合

サービス事業」で 38.0であった。最も格差が小さいのは、「医療、福祉」で 88.7であった。

長　　崎　　県 全　　　　国

男　　性
（円）
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（円）
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20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

調
査
産
業
計

建
設
業

製
造
業

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

情
報
通
信
業

運
輸
業
、
郵
便
業

卸
売
業
、
小
売
業

金
融
業
、
保
険
業

不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業

学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業

教
育
、
学
習
支
援
業

医
療
、
福
祉

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

現金給与総額 定期給与

15



（ 長 崎 県 ）

（円）
対前年増減

率（％） （円）
対前年増減

率（％） （円）
対前年増減

率（％） （円）
対前年増減

率（％）

調 査 産 業 計 321,734 0.6 265,985 0.0 246,007 0.2 55,749 3.5

製 造 業 359,726 0.7 287,796 2.2 248,971 2.6 71,930 △ 4.9

卸 売 業 , 小 売 業 297,287 △ 0.2 253,756 0.0 237,332 0.8 43,531 △ 5.9

医 療 ， 福 祉 311,857 4.6 258,550 4.4 250,372 4.8 53,307 5.1

調 査 産 業 計 96,643 △ 0.2 94,556 0.0 91,097 △ 1.4 2,087 △ 5.5

製 造 業 112,032 △ 0.2 108,625 0.0 101,445 △ 1.3 3,407 △ 7.3

卸 売 業 , 小 売 業 97,502 5.1 95,385 6.4 91,046 3.8 2,117 △ 30.6

医 療 ， 福 祉 99,498 1.5 96,742 0.6 95,721 0.4 2,756 36.5

（ 全 国 ）

（円）
対前年増減

率（％） （円）
対前年増減

率（％） （円）
対前年増減

率（％） （円）
対前年増減

率（％）

調 査 産 業 計 408,433 0.4 331,057 0.5 304,365 0.5 77,376 △ 0.1

製 造 業 419,413 0.3 332,709 0.3 295,800 0.1 86,704 0.3

卸 売 業 , 小 売 業 403,883 △ 0.3 325,796 △ 0.4 307,987 △ 0.3 78,087 0.1

医 療 ， 福 祉 369,824 0.2 307,341 1.0 288,204 1.4 62,483 △ 3.8

調 査 産 業 計 97,803 0.5 95,330 0.5 91,943 0.5 2,473 0.0

製 造 業 117,137 0.2 112,486 0.1 106,462 0.4 4,651 3.8

卸 売 業 , 小 売 業 94,143 0.7 91,837 0.8 89,438 0.6 2,306 △ 0.1

医 療 ， 福 祉 117,912 1.2 113,485 1.4 110,686 1.0 4,427 △ 4.6

注）　全国、長崎県の就業形態別特別給与の賃金指数は作成していないため、「対前年増減率」は、実数をもとに算定している。

特別給与

　　５）　就業形態別賃金

  常用労働者５人以上の事業所における就業形態別の一人平均の月間現金給与総額は、一般労働者が

321,734円（対前年比 0.6％増）、パートタイム労働者が 96,643円（同 0.2％減）であった。

　現金給与総額を定期給与と特別給与に分けると、定期給与は、一般労働者が 265,985円（前年度と同

水準 ）、パート タイム労働者が 94,556円（前年度と同水準）であり、特別給与は、一般労働者が 55,749

円、パートタイム労働者が 2,087円であった。

  全国平均と比較すると、一般労働者は、現金給与総額で86,699円、定期給与で65,072円、特別給与に

おいても 21,627円 少ない結果となった。

  パートタイム労働者は、現金給与総額で 1,160円、定期給与で 774円、特別給与で396円少ない結果と

なった。

＜平成２７年平均の就業形態別一人平均月間現金給与＞　－５人以上規模－

形
態

産　　　　業
現金給与総額 定期給与 所定内給与

一

般

パ

ー

ト

特別給与

一

般

パ

ー

ト

形
態

産　　　　業
現金給与総額 定期給与 所定内給与
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（ 長 崎 県 ）

（円）
対前年増
減率（％） （円）

対前年増
減率（％） （円）

対前年増
減率（％） （円）

対前年増
減率（％） （円）

対前年増
減率（％）

調 査 産 業 計 358,188 0.6 289,225 △ 0.4 262,245 △ 0.8 26,980 3.8 68,963 5.1

製 造 業 387,564 1.1 302,637 2.0 258,851 2.1 43,786 1.3 84,927 △ 2.0

卸 売 業 , 小 売 業 312,328 1.6 266,260 3.2 244,981 1.7 21,279 17.6 46,068 △ 12.2

医 療 ， 福 祉 332,051 0.9 276,363 1.2 266,489 1.6 9,874 △ 12.9 55,688 △ 8.6

調 査 産 業 計 108,288 2.4 105,676 2.4 101,107 0.5 4,569 74.4 2,612 2.4

製 造 業 123,492 4.3 119,637 4.9 110,419 2.0 9,218 59.9 3,855 △ 12.5

卸 売 業 , 小 売 業 106,306 8.3 103,050 9.3 97,258 4.7 5,792 317.3 3,256 △ 15.9

医 療 ， 福 祉 110,306 3.5 107,751 2.6 106,671 2.3 1,080 30.0 2,555 65.7

（ 全 国 ）

（円）
対前年増
減率（％） （円）

対前年増
減率（％） （円）

対前年増
減率（％） （円）

対前年増
減率（％） （円）

対前年増
減率（％）

調 査 産 業 計 443,622 0.2 351,460 0.6 319,319 0.7 32,141 △ 0.7 92,162 △ 2.4

製 造 業 445,583 0.4 345,574 0.4 304,098 0.1 41,476 1.0 100,009 △ 1.7

卸 売 業 , 小 売 業 460,789 △ 0.2 358,389 0.3 337,128 0.5 21,261 △ 3.4 102,400 △ 1.8

医 療 ， 福 祉 397,029 △ 0.3 327,693 0.6 304,594 1.0 23,099 △ 4.7 69,336 △ 5.1

調 査 産 業 計 108,059 0.6 104,891 0.7 100,304 0.6 4,587 2.4 3,168 △ 0.5

製 造 業 125,488 0.0 120,223 0.1 111,769 0.8 8,454 △ 10.0 5,265 △ 2.0

卸 売 業 , 小 売 業 101,830 △ 0.2 98,574 △ 0.3 95,955 △ 0.6 2,619 14.6 3,256 △ 1.0

医 療 ， 福 祉 140,473 1.9 135,302 2.4 131,102 1.5 4,200 48.5 5,171 0.5

  常用労働者３０人以上の事業所における就業形態別の一人平均の月間現金給与総額は、一般労働者が

358,188円（対前年比0.6％増）、パートタイム労働者が 108,288円（同2.4％増）であった。

  現金給与総額を定期給与と特別給与に分けると、定期給与は、一般労働者が289,225円（同0.4％減）、

パートタイム労働者が 105,676円（同 2.4％増）であり、特別給与は、一般労働者が 68,963円、パートタイム

労働者が 2,612円であった。

  全国平均と比較すると、一般労働者は、現金給与総額で 85,434円、定期給与で 62,235円、特別給与で

23,199円少ない結果となった。

  パートタイム労働者は、現金給与総額で 229円、定期給与で 785円多く、特別給与で 556円少ない結果と

なった。

＜平成２７年平均の就業形態別一人平均月間現金給与＞　－３０人以上規模－

超過労働給与 特別給与

一

般

パ

ー

ト

形
態

産　　　　業
現金給与総額 定期給与 所定内給与

形
態

産　　　　業
現金給与総額 定期給与 所定内給与 超過労働給与 特別給与

注）　全国、長崎県の就業形態別超過労働給与、特別給与の賃金指数は作成していないため、「対前年増減率」は、実数をもとに算定している。

一

般

パ

ー

ト
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実　　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

総 労 働 時 間 153.1 △ 0.3 158.4 0.0 144.5 △ 0.3 148.7 △ 0.1

所定内労働時間 142.9 △ 0.2 145.4 △ 0.3 133.5 △ 0.3 135.8 0.0

所定外労働時間 10.2 △ 2.2 13.0 2.7 11.0 △ 1.0 12.9 △ 0.3

.

.

　さらに、月間の総実労働時間数を１２倍して試算してみた年間総実労働時間は、５人以上規模で

1837.2時間、  ３０人以上規模で 1900.8時間となり、全国平均を５人以上規模では 103.2時間、３０人以

上規模で 116.4時間上回る結果となった。

２ 労 働 時 間

１）　労働時間の動き

　常用労働者５人以上の事業所における平成27年平均の月間総実労働時間は 153.1時間で、対前年

比 0.3％減であった。

　常用労働者３０人以上の事業所における平成27年平均の月間総実労働時間は 158.4時間で、前年

と 同水準であった。

　全国平均と比較すると、総実労働時間は５人以上規模で8.6時間、３０人以上規模で 9.7時間長くなっ

た。また所定内労働時間は、５人以上規模で 9.4時間、３０人以上規模で 9.6時間長くなった。所定外

労働時間は、５人以上規模で0.8時間短く、３０人以上規模で0.1時間長くなった。

＜総実労働時間（指数）の対前年増減率の推移（長崎県・全国）＞

　－事業所規模３０人以上－

＜平成２７年平均月間労働時間（長崎県・全国）及び対前年増減率＞

項　　　　目

長　崎　県　 全　　　国　

５人以上 ３０人以上 ５人以上 ３０人以上
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-2

0
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6

23年 24年 25年 26年 27年

（単位：％）

長崎県

全 国

18



年次

(平成)

指　数
対前年
増減率
（％）

指　数
対前年
増減率
（％）

指　数
対前年
増減率
（％）

指　数
対前年
増減率
（％）

指　数
対前年
増減率
（％）

指　数
対前年増
減率（％）

１８年 102.9 - 104.4 - 87.8 - 102.7 0.7 102.2 0.4 108.2 3.2

１９年 104.1 1.2 105.3 0.9 91.4 4.1 102.5 △ 0.2 101.9 △ 0.5 110.7 2.3

２０年 104.9 0.8 104.6 △ 0.7 108.6 18.8 101.3 △ 1.2 100.8 △ 1.0 107.6 △ 2.8

２１年 102.6 △ 2.2 102.4 △ 2.1 105.6 △ 2.8 98.2 △ 3.0 98.9 △ 1.8 89.9 △ 16.5

２２年 100.0 △ 2.5 100.0 △ 2.3 100.0 △ 5.3 100.0 1.8 100.0 1.0 100.0 11.3

２３年 97.2 △ 2.8 97.8 △ 2.2 91.6 △ 8.4 99.5 △ 0.4 99.5 △ 0.4 99.5 △ 0.5

２４年 97.6 0.4 98.8 1.0 85.2 △ 7.0 100.4 0.9 100.4 0.9 100.9 1.4

２５年 98.1 0.5 99.3 0.5 86.8 1.9 99.4 △ 1.0 99.1 △ 1.3 103.3 2.4

２６年 100.4 2.3 101.4 2.1 90.5 4.3 99.2 △ 0.2 98.5 △ 0.6 106.8 3.4

２７年 100.4 0.0 101.1 △ 0.3 92.9 2.7 99.1 △ 0.1 98.5 0.0 106.5 △ 0.3

注）

実　数
（時間）

対　前
年　差
（時間）

実　数
（時間）

対　前
年　差
（時間）

１８年 151.2 △ 0.7 151.9 0.0

１９年 162.8 11.6 151.9 0.0

２０年 162.7 △ 0.1 152.6 0.7

２１年 165.0 2.3 147.7 △ 4.9

２２年 162.0 △ 3.0 147.0 △ 0.7

２３年 154.1 △ 7.9 146.3 △ 0.7

２４年 152.6 △ 1.5 146.3 0.0

２５年 154.8 2.2 147.0 0.7

２６年 154.1 △ 0.7 147.0 0.0

２７年 153.4 △ 0.7 142.8 △ 4.2

＜過去１０年間の労働時間の対前年増減率の推移（長崎県・全国）＞　

　－事業所規模３０人以上－

長　　　　　　　崎　　　　　　　県 全　　　　　　　　　　　国

総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

　「対前年増減率」は、事業所の抽出替えによるギャップを修正した指数により算出しているため、実数値から

算出される増減率とは一致しない場合がある。

　常用労働者１～４人の事業所における平成２７年７月の月間総実労働時間は、前年より0.7時間少ない153.4時

間であった。

＜月間総実労働時間の推移＞ 　－事業所規模１～４人規模－　

年次
（平成）

長　崎　県 全　　　国

注）　７月の月間総実労働時間　＝　１日の実労働時間数　×　出勤日数
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　　　　　　 項　　　目

　 産　　　業

調 査 産 業 計 153.1 142.9 10.2 144.5 133.5 11.0

鉱 業 , 採 石 業 , 砂 利 採 取 業 Ｘ Ｘ Ｘ 168.3 156.1 12.2

建 設 業 169.3 161.2 8.1 171.5 157.7 13.8

製 造 業 172.1 151.9 20.2 163.2 147.2 16.0

電気・ガス・熱供給・水道業 151.0 145.9 5.1 155.9 140.3 15.6

情 報 通 信 業 171.5 156.4 15.1 162.9 145.2 17.7

運 輸 業 , 郵 便 業 183.2 156.5 26.7 171.9 148.1 23.8

卸 売 業 , 小 売 業 151.8 143.5 8.3 136.7 129.4 7.3

金 融 業 , 保 険 業 151.1 143.6 7.5 147.7 135.9 11.8

不動産業,物品賃貸業 141.0 130.1 10.9 153.3 141.0 12.3

学術研究,専門・技術サービス業 165.1 148.9 16.2 155.0 141.5 13.5

宿泊業,飲食サービス業 126.3 117.6 8.7 103.1 97.4 5.7

生活関連サービス業,娯楽業 157.8 145.3 12.5 136.7 129.3 7.4

教 育 , 学 習 支 援 業 129.1 121.1 8.0 126.2 118.3 7.9

医 療 , 福 祉 145.0 142.2 2.8 135.4 130.3 5.1

複 合 サ ー ビ ス 事 業 149.1 144.1 5.0 150.6 142.8 7.8

サービス業（他に分類されないもの） 151.7 142.1 9.6 144.6 133.2 11.4

表の中の「，」→「、」・・・印刷業者へ依頼

２）　産業別労働時間

　常用労働者５人以上の事業所における平成27年平均の産業別月間総実労働時間は、「鉱業,採石業,

砂利採取業」を除き、「運輸業,郵便業」が 183.2時間と最も長く、次いで「製造業」、「情報通信」、  ｢建設

業」、｢学術研究,専門・技術サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業」、「卸売業,小売業」、「サービス

業（他に分類されないもの）」、「金融業,保険業」、｢電気・ガス・熱供給・水道業」、「複合サービス事業」、

「医療,福祉」、「不動産業,物品賃貸業」、「教育,学習支援業」、「宿泊業,飲食サービス業」の順となった

＜産業別労働時間＞　－事業所規模５人以上－

長　　　崎　　　県 全　　　　　　　国

総実労働
時 間

所 定 内
労働時間

所 定 外
労働時間

総実労働
時 間

所 定 内
労働時間

所 定 外
労働時間
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（単位：時間）

＜産業別労働時間＞ －事業所規模５人以上－

所定外

所定内
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　　 項　　目

 産　　業
実　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

調 査 産 業 計 158.4 0.0 145.4 △ 0.3 13.0 2.7 148.7 △ 0.1 135.8 0.0 12.9 △ 0.3

鉱 業 , 採 石 業 , 砂 利 採 取 業 Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ 163.8 0.8 150.7 1.3 13.1 △ 6.0

建 設 業 168.9 3.7 156.0 3.8 12.9 △ 2.6 173.4 1.5 154.4 0.6 19.0 9.6

製 造 業 173.8 1.0 151.8 0.8 22.0 2.9 164.7 0.4 147.1 0.6 17.6 △ 0.5

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供給 ・ 水 道業 Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ 156.8 △ 0.2 139.8 △ 0.2 17.0 0.5

情 報 通 信 業 170.7 5.2 153.2 6.8 17.5 △ 6.2 162.1 △ 0.4 143.6 0.2 18.5 △ 4.4

運 輸 業 , 郵 便 業 186.3 △ 2.8 156.1 △ 2.6 30.2 △ 3.5 171.1 0.4 146.8 0.2 24.3 1.2

卸 売 業 , 小 売 業 144.9 5.5 136.7 2.8 8.2 67.7 136.5 △ 1.1 128.6 △ 0.9 7.9 △ 2.8

金 融 業 , 保 険 業 151.9 0.7 141.4 △ 0.6 10.5 25.5 148.3 0.6 134.8 0.6 13.5 1.2

不動 産業 ,物 品賃 貸業 122.2 △ 1.6 118.4 △ 3.0 3.8 28.0 147.7 0.1 135.2 △ 0.2 12.5 4.0

学術研究,専門・技術サービス業 174.9 △ 6.3 153.6 △ 5.4 21.3 △ 12.3 155.5 △ 1.5 140.2 △ 1.0 15.3 △ 5.6

宿泊業,飲食サービス業 146.9 △ 4.2 131.4 △ 3.4 15.5 △ 18.5 110.4 △ 0.9 103.0 △ 1.1 7.4 1.7

生活関連サービス業,娯楽業 166.9 △ 0.7 145.3 △ 1.6 21.6 5.4 132.9 △ 1.2 124.8 △ 0.9 8.1 △ 6.3

教 育 , 学 習 支 援 業 133.3 △ 6.2 124.2 △ 5.0 9.1 △ 15.6 128.6 0.5 120.3 0.0 8.3 8.2

医 療 , 福 祉 153.2 0.9 150.1 0.6 3.1 2.5 143.4 0.6 137.5 0.7 5.9 △ 1.4

複 合 サ ー ビ ス 事 業 160.5 △ 3.1 153.9 △ 3.6 6.6 123.1 155.4 0.4 146.9 0.4 8.5 △ 0.1

サービス業（他に分類されないもの） 140.7 △ 0.5 128.3 △ 1.7 12.4 14.9 141.6 △ 0.8 129.4 △ 0.4 12.2 △ 3.7

長崎県

153.4 △ 0.7 142.8 △ 4.2

167.2 △ 19.2 162.8 △ 5.2

161.3 △ 9.5 152.6 △ 1.4

133.0 X 162.6 △ 5.1

164.3 △ 7.4 150.5 △ 5.0

109.7 △ 53.8 139.4 △ 6.2

157.3 X 151.7 2.0

138.2 25.5 105.6 △ 6.6

137.0 △ 9.3 142.1 △ 4.9

152.6 12.7 134.0 △ 4.0

134.3 X 149.0 0.0

153.4 △ 4.8 152.6 △ 2.9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　常用労働者３０人以上の事業所における平成27年平均の産業別月間総実労働時間は、｢鉱業，採石業，砂利採取業」、

「電気・ガス・熱供給・水道業」を除き、「運輸業,郵便業」が最も長い 186.3時間であり、次いで、「学術研究,専門・技術サー

ビス業」、「製造業」、「情報通信業」、「建設業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「複合サービス事業」、「医療,福祉」、「金

融業,保険業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「卸売業,小売業」、「サービス業(他に分類されないもの）」、「教育,学習支援

業」、「不動産業,物品賃貸業」の順となつた。

＜産業別労働時間＞　－事業所規模３０人以上－

長　　　崎　　　県 全　　　　　　　国

総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

実　数
（時間）

対　前
年　差
（時間）

実　数
（時間）

対　前
年　差
（時間）　産　　業

　 労働者１～４人の事業所における平成２７年７月の産業別の総実労働時間は、「建設業」が最も長い 167.2時間であり、

最も短い産業は、「不動産業，物品賃貸業」で 109.7時間であった。

＜産業別労働時間＞　－事業所規模１～４人－

項　　目 長　崎　県 全　　国

サービス業（他に分
類されないもの）

調 査 産 業 計

建 設 業

製 造 業

運輸業 ,郵 便業

卸 売 業 , 小 売 業

不動産業，物品賃
貸業

学術研究,専門・技
術サービス業

宿泊業,飲食サー
ビス業

生活関連サービス
業,娯楽業

医 療 ， 福 祉

複合サービス事業

注）　７月の月間総実労働時間　＝　１日の実労働時間数　×　出勤日数
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（ 長 崎 県 ）

実　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　数
（日）

対前年
差（日）

調 査 産 業 計 172.0 △ 0.5 159.5 0.4 12.5 △ 10.1 20.8 0.0

製 造 業 180.7 0.6 158.3 0.7 22.4 △ 0.4 20.7 0.0

卸売業 ,小売業 177.8 0.6 167.5 1.8 10.3 △ 16.4 21.6 △ 0.1

医 療 , 福 祉 162.6 △ 3.1 159.2 △ 3.7 3.4 8.3 20.4 △ 0.2

調 査 産 業 計 100.5 4.6 96.8 3.3 3.7 54.2 17.3 0.5

製 造 業 121.1 △ 1.9 113.8 △ 3.2 7.3 25.9 18.5 0.8

卸売業 ,小売業 113.7 1.8 108.3 △ 0.4 5.4 89.6 19.7 △ 0.1

医 療 , 福 祉 89.1 9.4 88.2 9.4 0.9 1.2 15.9 1.9

（ 全 国 ）

実　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　数
（日）

対前年
差（日）

調 査 産 業 計 168.8 0.1 154.3 0.1 14.5 △ 0.2 20.2 0.0

製 造 業 171.1 0.4 153.3 0.4 17.8 0.4 19.8 0.0

卸売業 ,小売業 169.3 0.1 158.2 0.0 11.1 0.3 20.5 △ 0.1

医 療 , 福 祉 159.7 0.3 152.9 0.4 6.8 △ 2.7 20.1 0.1

調 査 産 業 計 89.0 △ 1.0 86.1 △ 0.9 2.9 △ 2.9 15.3 △ 0.2

製 造 業 115.4 △ 1.2 110.2 △ 0.7 5.2 △ 8.2 17.7 △ 0.1

卸売業 ,小売業 95.2 △ 0.7 92.8 △ 0.4 2.4 △ 7.9 16.8 0.1

医 療 , 福 祉 79.7 0.0 78.4 △ 0.1 1.3 4.2 14.2 △ 0.2

　また、パートタイム労働者では、総実労働時間で11.5時間、所定内労働時間で 10.7時間、所定外労働

時間で 0.8時間長い結果となった。

３）　就業形態別労働時間

　常用労働者５人以上の事業所における就業形態別の１人平均の月間総実労働時間は、一般労働者

が 172.0時間（対前年比0.5％減）、パートタイム労働者が 100.5時間（4.6％増）であった。

  総実労働時間のうち所定内労働時間は、一般労働者が 159.5時間、パートタイム労働者が 96.8時間

であり、所定外労働時間は、一般労働者が 12.5時間で、パートタイム労働者が 3.7時間であった。

  全国平均と比較すると、一般労働者では、総実労働時間で 3.2時間、所定内労働時間で 5.2時間長

く、所定外労働時間で2.0時間短い結果となった。

　出勤日数は、一般労働者が 20.8日（対前年と同水準 ）、パートタイム労働者が 17.3日（対前年差 0.5

日増）であった。

＜平成２７年平均の就業形態別１人平均月間実労働時間数及び出勤日数＞

　－事業所規模５人以上－

形
　
態

産　　　業

総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間 出勤日数

一

般

一

般

パ

ー

ト

形
　
態

産　　　業

総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間 出勤日数

パ

ー

ト
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（ 長 崎 県 ）

実　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　数
（日）

対前年
差（日）

調 査 産 業 計 173.1 0.9 157.5 1.7 15.6 △ 6.0 20.6 0.3

製 造 業 179.4 1.0 155.7 0.8 23.7 1.7 20.4 0.1

卸売業 ,小売業 175.6 4.0 163.5 1.6 12.1 37.7 21.2 0.2

医 療 , 福 祉 164.1 △ 2.4 160.6 △ 2.7 3.5 △ 1.3 20.3 0.0

調 査 産 業 計 108.7 12.1 104.5 11.1 4.2 44.8 17.8 1.2

製 造 業 133.2 4.1 123.6 1.7 9.6 50.0 19.6 0.7

卸売業 ,小売業 119.3 6.5 114.4 3.6 4.9 183.4 20.3 0.2

医 療 , 福 祉 100.5 13.1 99.7 13.0 0.8 33.0 16.8 3.2

（ 全 国 ）

実　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　数
（時間）

対前年
増減率
（％）

実　数
（日）

対前年
差（日）

調 査 産 業 計 167.4 0.2 151.3 0.2 16.1 0.3 19.8 0.0

製 造 業 170.2 0.5 151.3 0.6 18.9 0.5 19.5 0.0

卸売業 ,小売業 166.6 △ 0.4 154.1 △ 0.4 12.5 △ 0.2 20.0 △ 0.2

医 療 , 福 祉 160.3 0.4 153.1 0.6 7.2 △ 2.0 19.9 0.0

調 査 産 業 計 94.3 △ 0.5 90.7 △ 0.2 3.6 △ 4.5 16.0 △ 0.1

製 造 業 121.9 △ 0.1 114.6 0.7 7.3 △ 12.4 17.8 0.0

卸売業 ,小売業 101.7 △ 1.1 99.0 △ 0.8 2.7 △ 8.8 18.1 0.0

医 療 , 福 祉 85.2 0.5 83.7 0.4 1.5 △ 0.4 14.5 △ 0.1
　

＜平成２７年平均の就業形態別１人平均月間実労働時間数及び出勤日数＞

　常用労働者３０人以上の事業所における就業形態別の１人平均の月間総実労働時間は、一般労働者

が 173.1時間（対前年比 0.9％増）、パートタイム労働者が 108.7時間（同12.1％増）であった。

  総実労働時間のうち、所定内労働時間は、一般労働者が 157.5時間、パートタイム労働者が 104.5時

間であり、所定外労働時間は、一般労働者が 15.6時間で、パートタイム労働者が 4.2時間であった。

  全国平均と比較すると、一般労働者では、総実労働時間で 5.7時間、所定内労働時間で 6.2時間長

く、所定外労働時間で 0.5時間短い結果となった。

　また、パートタイム労働者においては、総実労働時間で 14.4時間、所定内労働時間で 13.8時間、所

定外労働時間で 0.6時間長い結果となった。

　－事業所規模３０人以上－

形
　
態

産　　　業

総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間 出勤日数

一

般

パ

ー

ト

出勤日数

産　　　業

総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

一

般

パ

ー

ト

形
　
態
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　 常用労働者５人以上の事業所における平成２７年平均の月間出勤日数は、 前年より 0.3日多い 19.9日であった。

　 常用労働者３０人以上の事業所における平成２７年平均の月間出勤日数は、前年より0.7日多い 20.0日であった。

   全国平均と比較すると、５人以上規模で1.2日、３０人以上規模でも 1.2日多い結果となった。

＜平成２７年平均事業所規模別・産業別出勤日数＞

項　目　

　産　業 長崎県 全　国 長崎県 全　国

調 査 産 業 計 19.9 18.7 20.0 18.8

鉱業,採石業,砂利採取業 Ｘ 20.9 Ｘ 20.4

建 設 業 20.9 20.9 20.7 20.4

製 造 業 20.4 19.5 20.3 19.3

電気・ガス・熱供給・水道業 19.4 18.7 Ｘ 18.7

情 報 通 信 業 20.0 19.2 19.8 19.1

運 輸 業 , 郵 便 業 21.5 20.1 22.0 20.0

卸 売 業 , 小 売 業 20.8 18.9 20.7 19.1

金 融 業 , 保 険 業 19.2 18.6 18.5 18.5

不動産業,物品賃貸業 19.1 19.2 18.1 18.8

学術研究,専門・技術サービス業 19.2 18.9 19.5 18.7

宿泊業,飲食サービス業 18.8 15.8 20.1 16.5

生活関連サービス業,娯楽業 20.6 18.6 20.6 18.2

教 育 , 学 習 支 援 業 17.1 16.8 17.0 16.8

医 療 , 福 祉 19.3 18.3 19.7 18.7

複合サービス事業 19.6 19.0 21.9 19.7

サービス業（他に分類されないもの） 20.3 18.9 18.9 18.6

＜平成２７年７月分産業別出勤日数＞

項　目　

　産　業 長崎県 全　国

調 査 産 業 計 21.6 20.4

建 設 業 22.0 21.7

製 造 業 22.4 20.9

運 輸 業 , 郵 便 業 19.0 21.4

卸 売 業 , 小 売 業 22.5 20.9

不動産業，物品賃
貸 業

17.7 20.2

学術研究,専門・技
術 サ ー ビ ス 業

20.7 20.5

宿泊業,飲食サービス業 21.6 18.2

生活関連サービス業,娯楽業 21.4 20.3

医 療 ， 福 祉 21.2 20.0

複合サービス事業 17.9 19.1

サービス業（他に分類されないもの） 22.9 21.2

１～４人

３ 出 勤 日 数

　 これを各産業別に見ると、出勤日数が最も多いのは５人以上、規模３０人以上規模ともに「運輸業,郵便業」であっ

た。また最も少ないのは５人以上規模、３０人以上規模ともに「教育,学習支援業」であった。

５人以上 ３０人以上

    また、常用労働者１～４人の事業所における平成２７年７月の出勤日数は 21.６日となり、全国平均より 1.2日多い

結果となった。
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　　項　目

 
 年　次

雇用指数
対前年
増減率
（％）

雇用指数
対前年
増減率
（％）

雇用指数
対前年
増減率
（％）

雇用指数
対前年
増減率
（％）

　　２２ 100.0 △ 0.9 100.0 0.4 100.0 △ 2.8 100.0 △ 0.3

　　２３ 100.5 0.5 100.6 0.7 99.5 △ 0.5 100.0 0.0

　　２４ 100.2 △ 0.3 101.3 0.7 99.3 △ 0.2 99.7 △ 0.3

　　２５ 100.9 0.7 102.1 0.8 98.6 △ 0.7 99.5 △ 0.2

　　２６ 101.3 0.4 103.6 1.5 98.2 △ 0.4 99.9 0.4

　　２７ 101.1 △ 0.2 105.8 2.1 96.9 △ 1.3 100.9 1.0

１）　雇用の動き

５  人  以  上 ３  ０  人  以  上

４ 雇 用

  常用労働者５人以上の事業所における平成２７年平均の常用労働者数は 415,997人で、前年に比べ

0.2％減となった。

  常用労働者３０人以上の事業所における平成２７年平均の常用労働者数は 212,983人で、対前年比

1.3％減であった。

＜過去５年間の雇用指数の対前年増減率の推移（長崎県・全国）＞

　－事業所規模３０人以上－

＜雇用指数の対前年増減率の推移（長崎県・全国）＞

長    崎    県 全      国 長    崎    県 全      国

-5

0

5

10

15

20

23年 24年 25年 26年 27年

（単位：％）

長崎県

全 国
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　　　　　　　  項　　目

 産　　業
人 数
（ 人 ）

構 成 比
（ ％ ）

人 数
（ 人 ）

構 成 比
（ ％ ）

人 数
（ 人 ）

構 成 比
（ ％ ）

調 査 産 業 計 415,997 100.0 203,014 100.0 212,983 100.0

鉱業,採石業,砂利採取業 Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ

建 設 業 28,246 6.8 19,948 9.8 8,297 3.9

製 造 業 51,569 12.4 13,060 6.4 38,511 18.1

電気・ガス・熱供給・水道業 2,348 0.6 848 0.4 Ｘ Ｘ

情 報 通 信 業 4,535 1.1 Ｘ Ｘ 2,802 1.3

運 輸 業 , 郵 便 業 27,706 6.7 7,750 3.8 19,956 9.4

卸 売 業 , 小 売 業 75,719 18.2 49,067 24.2 26,653 12.5

金 融 業 , 保 険 業 13,251 3.2 7,459 3.7 5,793 2.7

不動産業,物品賃貸業 4,085 1.0 2,717 1.3 1,368 0.6

学術研究,専門・技術サービス業 10,015 2.4 4,455 2.2 5,560 2.6

宿泊業,飲食サービス業 32,633 7.8 25,002 12.3 7,632 3.6

生活関連サービス業,娯楽業 14,155 3.4 6,482 3.2 7,672 3.6

教 育 , 学 習 支 援 業 29,018 7.0 14,219 7.0 14,799 6.9

医 療 , 福 祉 93,501 22.5 34,142 16.8 59,357 27.9

複 合 サ ー ビ ス 事 業 6,455 1.6 5,014 2.5 1,443 0.7

サービス業（他に分類されないもの） 22,557 5.4 10,998 5.4 11,559 5.4

５人以上 ５～２９人 ３０人以上

２）　産業別常用労働者

  平成２７年平均の常用労働者の産業別構成をみると、５～２９人規模では「卸売業,小売業」（24.2％，49,067

人）の占める割合が最も高く、以下、「医療,福祉」（16.8％，34,142人）、「宿泊業,飲食ｻｰﾋﾞｽ業」（12.3％，

25,002人）の順となっている。

  ３０人以上規模では、「医療,福祉」（27.9％、59,357人）の占める割合が最も高く、以下、「製造業」（18.1％，

38,511人）、「卸売業,小売業」（12.5％，26,653人）の順となっている。

  ５～２９人規模と３０人以上規模を合わせた５人以上規模でみると、「医療,福祉」（22.5％，93,501人）の占める

割合が最も高く、以下、「卸売業,小売業」（18.2％，75,719人）、「製造業」（12.4％，51,569人）の順となってい

る。

＜規模別・産業別常用労働者数＞
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　　　　　 項　　目

順位

 産　 　業
比　　率

（％）
前年差
(ﾎﾟｲﾝﾄ)

比　　率
（％）

前年差
(ﾎﾟｲﾝﾄ)

比　　率
（％）

前年差
(ﾎﾟｲﾝﾄ)

比　　率
（％）

前年差
(ﾎﾟｲﾝﾄ)

調 査 産 業 計 26.5 △ 3.8 22.8 △ 5.1 30.5 0.7 25.5 0.7

鉱業,採石業,砂利採取業 Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ 9.3 2.9 2.1 △ 1.2

建 設 業 5.6 1.5 6.4 Ｘ 5.7 0.1 3.0 0.4

製 造 業 14.4 △ 0.4 12.4 0.3 14.3 0.5 11.5 1.0

電気・ガス・熱供給・水道業 6.0 0.2 Ｘ Ｘ 3.9 △ 1.2 2.3 △ 2.0

情 報 通 信 業 4.2 △ 5.1 4.6 △ 10.7 4.7 △ 0.9 4.2 △ 1.1

運 輸 業 , 郵 便 業 6.1 △ 4.9 5.1 △ 9.1 18.8 △ 0.5 19.1 △ 1.7

卸 売 業 , 小 売 業 40.4 △ 7.9 54.7 △ 7.9 44.0 1.8 46.3 4.7

金 融 業 , 保 険 業 6.4 △ 10.0 7.9 6.1 12.4 △ 0.9 13.1 △ 1.3

不動産業,物品賃貸業 46.6 9.4 62.6 3.6 24.4 2.9 23.9 1.1

学術研究,専門・技術サービス業 8.4 △ 7.2 3.3 △ 6.1 11.2 1.4 7.9 1.9

宿泊業,飲食サービス業 62.9 △ 2.6 52.2 △ 10.3 76.8 0.7 71.6 1.6

生活関連サービス業,娯楽業 39.1 0.4 38.9 5.2 48.0 2.4 50.1 3.4

教 育 , 学 習 支 援 業 35.8 9.4 33.7 13.5 29.9 1.4 25.6 1.1

医 療 , 福 祉 23.9 △ 9.6 17.2 △ 14.4 30.3 0.6 22.5 0.4

複 合 サ ー ビ ス 事 業 6.5 5.2 6.9 Ｘ 13.7 △ 0.6 10.3 △ 0.9
サービス業（他に分類されないもの） 25.7 △ 0.6 32.5 0.0 29.6 △ 2.5 33.3 △ 3.2

３）　パートタイム労働者

　常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合（パートタイム労働者比率）は、５人以上規模の事業所で 26.5％（前

年差 3.8ﾎﾟｲﾝﾄ減）、３０人以上規模事業所で 22.8％（同 5.1ﾎﾟｲﾝﾄ減）となった。

　また、産業別の割合をみると、５人以上規模では、「宿泊業,飲食サービス業」が 62.9％で最も高く、以下「不動産業,

物品賃貸業」、「卸売業,小売業」の順となった。

　３０人以上規模では、「不動産業,物品賃貸業」が 62.6％で最も高く、以下、「卸売業,小売業」、「宿泊業,飲食サービス

業」の順となった。

＜パートタイム労働者比率＞

５人以上 ３０人以上 ５人以上 ３０人以上

４）  男女別労働者

長　　　崎　　　県 全　　　　　　　国

　常用労働者を男女別にみてみると、５人以上規模では、男性が 214,393人で全体の 51.5％であり、女性は 201,604

人で全体の 48.5％であった。

  ３０人以上規模では、男性の占める割合が 53.1％と高く、５～２９人規模では女性が 50.１％と男性を上回っている。

　また、産業別ではいずれの規模においても、「宿泊業,飲食サービス業」、「医療,福祉」で女性の数が男性を上回っ

た。

＜事業所規模別常用労働者の男女別構成比＞

男性

51.5

%

女性

48.5

%

５人以上規模

男性

49.9%

女性

50.1%

５～２９人規模

男性

53.1%

女性

46.9%

３０人以上規模

男性

40.8%女性

59.2%

１～４人規模
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サービス業（他に分類されないもの）

　　　　　　　＜平成２７年平均の就業形態別常用労働者数＞

規　 模　

 産　　業
常用労働者数

（人）
対   前   年
増減率（％）

常用労働者数
（人）

対   前   年
増減率（％）

調 査 産 業 計 305,764 5.2 164,424 5.6

製 造 業 44,158 △ 5.5 33,756 △ 8.4

卸売業 ,小売業 45,085 16.8 12,068 22.4

医 療 , 福 祉 業 71,230 14.6 49,156 21.4

調 査 産 業 計 110,233 △ 12.7 48,559 △ 19.3

製 造 業 7,411 △ 8.7 4,755 △ 5.8

卸売業 ,小売業 30,634 △ 15.0 14,585 △ 11.6

医 療 , 福 祉 業 22,298 △ 28.6 10,201 △ 45.4

　また、３０人以上規模では、一般労働者が 164,424人（同 5.6％増）、パートタイム労働者は

48,559人（同 19.3％減）であった。

＜規模別・産業別男女別労働者数＞  －５人以上規模－

５）　就業形態別労働者

　常用労働者を就業形態別にみてみると、５人以上規模では、一般労働者が 305,674人（対前年

5.2％増 ）、パートタイム労働者は 110,233人（同、12.7％減）であった。
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